
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

（注） 1　職員手当には退職手当を含みません。
2　職員数は、令和４年４月１日現在の人数です。
3　給与費については、任期付短時間勤務職員(再任用職員(短時間勤務))の給与費が含まれており、
　 職員数には当該職員を含んでいません。

（3）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

１  ラスパイレス指数とは、全地方自治体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数(構成)を
　  用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表(一)適用職員の俸給月額を100として計算し
　  た指数です。
２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

Ｂ／Ａ　　

千円千円千円
142

千円

458,265 5,094

一人当たり給与費

14.8

（注）人件費には、職員に支払う給与の他、共済費、退職手当負担金、特別職給与、町議会議員、各種委員の報酬等が含まれています。

723,32192,383 172,673

千円

区分
　計　ＢＡ

4年度

職員数 給 与 費

期末・勤勉手当職員手当

　　　　　　　　　％
４年度

9,653,520 347,233

給　 料

1,491,371

　　　　　　　千円　　　　　千円

15.410,694

人　

人 件 費

　　　　　千円　　　　　　％

　　　　　　Ｂ　　Ｂ／Ａ　　　 ３年度の人件費率Ａ

斜里町の人事と給与・定員管理等について

斜里町職員の給与、採用、服務や勤務条件などの状況を紹介します。

　町職員の給与は、その職務に応じた給料と扶養手当及び通勤手当等諸手当で構成され、給料や諸手当の内容
は、国や他の地方公共団体との均衡を考慮し、町議会の議決を経て決められ、「斜里町職員の給与に関する条
例」に基づき支給されています。

住民基本台帳人口 歳 出 額 実質収支 人 件 費 率
区分

（参考）

（５年１月１日）

（注）

（R02）

94.7

（R02）

95.2

（R02）

96.4
（R03）

95.4

（R03）

95.7

（R03）

96.3
（R04）

95.1

（R04）

95.6

（R04）

96.3(R05)

95.6
(R05)

95.5

(R05)

96.3

90

92

94

96

98

100

斜里町 類似団体平均 全国町村平均

（例）
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（4）給与改定の状況 （本町においては人事委員会を設置しておりません）
①月例給

(参考)

円 円 円 ％ ％ ％

(注)「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した
平均給与月額です。

②特別給(期末・勤勉手当)
(参考)

A 支給月額 B
月 月 月 月 月 月

(注)「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月額」は
期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。

(5)給与制度の総合的見直しの実施状況について

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の２％の引下げ等に取組むとされている。

①給料表の見直し
[　 実　施 　]
　実施内容

(給料表の改定実施時期)　　　平成27年４月１日
(内容)　　一般行政職の給料表について、国の総合的見直し内容を踏まえ、平均２％引下げ。
　　　　　激変緩和のため、６年間(令和３年３月31日まで)の経過措置(現給保障)を実施。
　　　　　他の給料表については、一般行政職との均衡を踏まえて見直しを実施。

②地域手当の見直し　該当なし

③その他の見直し内容

管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施。

H28年度

割合 A-B (改定月数) 支給月数
区分

人事委員会の勧告
年間支給月数民間の支 公務員の 較差 国の年間勧告

国の改定率
A B A-B (改定率)

給与改定率勧告

H28年度

区分
人事委員会の勧告

民間給与 公務員給与 較差
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和５年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

（注）
２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべて
 　　の諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。また、「平
 　　均給与月額（国比較ベース）」は、比較のため、国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当などを除いたもの）
 　　で算出しています。

(2) 職員の初任給の状況（令和５年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円
円 円
円 円
円 円

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和５年４月１日現在）

円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円
円 円 円 円

円 円 円 円

３　一般行政職の級別職員数等の状況
　 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（令和５年４月１日現在）

（注）１　斜里町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

  

196,900

　　　　　‐
大　学　卒

234,400円

266,000円

大　学　卒

247,600円

304,200円

350,000円

410,200円

381,000円

393,000円

課長・部長

主幹・参事・課長

６　　級

　　　　　‐
　　　　　‐

初任給

区　      分

高　校　卒

経験年数10年
247,600

中　学　卒 　　‐

技能労務職
　　　　　‐

　　‐

区　　　分

162,900

319,200円

経験年数20年
301,842

技能労務職

196,900

高　校　卒

　　　　　‐大　学　卒

　　　　　‐

290,700円

　　　　　‐
　　　　　‐

経験年数25年
344,375

　　　　　‐
　　　　　‐

　　　　　‐

経験年数30年

　　　　　‐

376,520

8

人

主任・係長・主査

主任・係長・主幹

５　　級

人

36

人

区　　分 1号級の給料月額

150,100円

198,500円

１　　級

２　　級

人

12

　　　　　‐

高　校　卒

　　‐

　　　　　‐

標準的な職務内容

係員

359,142

　　　　　‐

　　　　　‐

最高号級の給料月額

国

　　‐

　　‐

　　‐ 　　‐
　　‐

２年後の給料

区 分 平均年齢 平均給与月額
国ベース

8

高　校　卒

　　‐

370,001

41.5

　　‐
　　‐

高　校　卒

初任給
斜　里　町

353,660 327,274

２年後の給料

　　‐

196,900

％

％

15.5

　　‐

　　‐

職員数

382,700

395,933

185,200

中　学　卒
高　校　卒

係員

42.8

　　　　　‐

％

構成比

8.2

％

平均給与月額平均給料月額

42.4

317,306

322,170

322,487 - 404,015

41.6

大　学　卒

185,200

154,600

301,834

　　‐

類似団体

　　‐

162,900154,600

教　育　職

297,100

４　　級

教　育　職

北海道

15

一般行政職

斜里町

国

３　　級

１　「平均給与額」とは、４年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

一般行政職

人

　　　　　‐

18.6

％

12.4

％

人

課長　16人

8.2

37.1

18
課長　2人

部長　6人

役職別

係員　15人

係員　8人

主任　19人
主査　 2人
係長　15人

主任　 1人
係長　 11人

参事 　2人
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　 (2) 国との給料表カーブ比較表（行政職（一））（令和５年４月１日現在）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000
(百円)

１級

15.5%

１級

13.3%

１級

15.8%

２級

8.2%

２級

16.3%

２級

27.8%

３級

37.1%

３級

32.7%

３級

20.8%

４級

12.4%

４級

11.2%

４級

10.9%

５級

18.6%

５級

19.4%

５級

17.8%

６級

8.2%

６級

7.1%
６級

6.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和５年の構成比 １年前の構成比 5年前の構成比

給

料

月

額

昇 給

斜里町（R05）

国家公務員（R05)
国10級

国９級

国８級

国７級
国６級

国５級

国４級
国３級

国２級

国１級

町６級

町５級

町４級
町３級

町２級

町１級
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(3) 昇給への勤務成績の反映状況

４　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当（令和５年４月１日現在）

千円　
（４年度支給割合） （４年度支給割合）
　　　　　　期末手当　　　　　　勤勉手当 　　　　　 期末手当　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分
月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　　　 5～20％
・管理職加算　 　　無 ・管理職加算　　10～25％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

【参考】勤勉手当への勤務成績の反映状況（一般行政職）

ロ　人事評価を活用していない
活用予定時期

標準、下位の成績率
標準の成績率のみ（一律）

〇

支給可能
な成績率

支給実績が
ある成績率

（1.35） （0.95）（1.35）

標準、下位の区分

上位、標準の成績率

支給実績が
ある成績率

上位、標準、下位の区分 〇 〇 〇 〇
上位、標準の区分

一般職員
令和5年4月2日から令和6年4月1日
までにおける運用

〇〇イ　人事評価を活用している

活用している昇給区分
昇給可能
な区分

昇給実績が
ある区分

昇給可能
な区分

昇給実績が
ある区分

管理職員 一般職員

イ　人事評価を活用している

〇 〇 〇

〇 〇

上位、標準、下位の成績率

活用している成績率
支給可能
な成績率

ロ　人事評価を活用していない

令和5年度中における運用

・役職加算　　　 5～15％

1,333

2.40 2.40

管理職員

斜　　　里　　　町

2.00 2.00

標準の区分のみ（一律）

国

１人当たり平均支給額（４年度）

（0.95）

－
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（2） 退職手当（令和５年４月１日現在）

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例加算措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例加算措置

（2％～45％） （2％～45％）

（退職時特別昇給） なし

1人当たり平均支給額　　　　

（注）　退職手当の1人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

 (3) 地域手当（令和５年４月１日現在）
千円

千円

％ 人 ％

 (4) 特殊勤務手当（令和５年４月１日現在）
千円

　円

　％

 (5) 時間外勤務手当
千円

千円

千円

千円

（注） 職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日現在

の総職員数（管理職員、教育職員、制度上時間外勤務手当の対象とはならない職員を除く。）であり、短時間

勤務職員を含みます。

防疫作業手当
医師、看護師、
医療技師、保育士

感染症患者の救護もしく
は病原体付着物の処理作
業に従事する職員

千円 日額500円401

千円

手当の名称 主な支給対象業務

‐

支給実績（４年度決算）

36.45

千円

日額2,000円

手当の種類（手当数）

職員全体に占める手当支給職員の割合（４年度）

一般行政職等

看護師

診療X線撮影の照射介助に
従事した職員

160

47.709

千円

一般行政職等

看護師・介護福祉士等

1回当たり2,150円～7,300円9,315 千円

7

0

月額300,000円～500,000円

日額3,000円

支給実績
（４年度決算）

千円
医師の指示により救急患
者の移送に従事した看護
師

‐

439,200

なし

0

看護師

医師
専門的に研修を必要とす
る業務に従事する職員

精神病患者の移送及び収
容事務に従事した職員

134

支給職員１人当たり平均支給年額（４年度決算）

主な支給対象職員

20,400

衛生業務手当

行旅死亡人等取扱手当

深夜における入院患者の
看護に従事する職員

夜間看護業務手当

精神病患者移送手当

左記職員に対する支給単価

日額300円

0
行旅死亡人及び行旅傷病
人の取扱をした職員

千円

研修手当

救急患者移送手当

国の制度（支給率）

支給実績（４年度決算）

30,375

0

日額2,000円

（支給率）　　　自己都合　   応募認定・定年

支給職員1人当たり平均支給年額（３年度決算） 318

支給実績（３年度決算） 57,150

支給実績（４年度決算） 63,981

支給職員1人当たり平均支給年額（４年度決算） 368

支給対象地域 支給率 支給対象職員数

47.709 47.709

支給職員１人当たり平均支給年額（４年度決算）

4,100千円 20,245 千円

47.70939.7575

47.709

47.70939.7575

28.0395 33.27075 28.0395 33.27075

斜　　　里　　　町 国

19.6695 24.586875 19.6695

（支給率） 　　　　自己都合　　 勧奨・定年

24.586875
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 (6) その他の手当（令和５年４月１日現在）

内容及び支給単価

円

円

円

円

円

円

５　特別職の報酬等の状況（令和５年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円
円 円／ 円
円 円／ 円

月分

月分

退
職
手
当

町 長 給料月額×5.126月×4年 任期毎

副 町 長 給料月額×3.234月×4年 任期毎

（算定方式） 　（支給時期）

174,000

副 議 長 4.40

議 員

190,000 240,000

期
末
手
当

町 長 　　（４年度支給割合）

副 町 長 4.40

議 長 　　（４年度支給割合）

252,000
副 議 長 234,000 262,000 196,000

報
酬

議 長 291,000 331,000

議 員

給
料

（参考）類似団体における最高／最低額

町 長 770,000 883,000 504,000

副 町 長 610,000

910 千円 455,000

区 分 給 料 月 額 等

異なる特地手当
ウトロ以東の地域勤務者
に対し支給（10％）

703,000 407,400

支給率
国20％
斜里町10％

566,571

異なる 国2級地 19,077 千円 93,515

異なる

通勤距離が片道2キロメートル
以上の職員
月額2,000円～31,600円

（４年度決算）

・貸家月額16,000円を超える
家賃を払っている場合支給

定額

17,477 千円異なる

19,830 千円

291,283

同じ 2,024 千円 88,000

19,572 千円 247,747同じ

国の制度
と異なる
内容

扶養親族のある職員に対し支
給。
(1)配偶者　 6,500円
(2)子　　　10,000円
・満16歳～22歳の子がいる場
合１人につき5,000円を加算。
(3)配偶者・子以外
　　　　　　6,500円

支給職員１人当たり

（４年度決算） 平均支給年額
国の制度と

の異同

支給実績

手　当　名

住居手当

扶養手当

管理職手当

通勤手当

部長職　月額44,000円
課長職　月額33,000円

寒冷地手当
寒冷地域勤務者に対し11月～3
月の5か月間支給
月額10,340円～26,380円

7



６　職員数の状況
　(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計です。

　　　３　職員数には、常勤的非常勤職員も含むが、条例定数には常勤的非常勤職員は含みません。

(2) 年齢別職員構成の状況（令和５年４月１日現在）

214

配置転換によるもの

-5 医師・看護師の退職

-2

[    238    ］

＜参考＞人口1万人当たりの職員数　109.24人
　　　　　　（類似団体の職員数 105.38人）

1

～

48歳

-7

56

-6

3 3

66

3

区　分

＜参考＞人口1万人当たりの職員数　198.11人

～ ～

60歳52歳

197

合　　計

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　  門

病 院 61

20歳 20歳

小　計 72

24歳

その他

未満 51歳

人

～ ～

23歳 27歳

計

55歳 以上

人

0

40歳

43歳 59歳

28歳

[    238    ］

56歳

221

水 道 5 5 0

下 水 道 2 -1 配置転換によるもの

小　計 32 30 -2
＜参考＞人口1万人当たりの職員数　27.77人
　　　　　　（類似団体の職員数　18.94人）

特
別
行
政
部
門

教 育 32 30

小　計 117 118

衛 生 15 15 0

民 生 37 39 2 保育士の補充

06

6 -1 配置転換によるもの

13 0

2 配置転換によるもの税 務 8 10

26

0

総 務 28

3

-2 配置転換によるもの

一
般
行
政
部
門

議 会 3

商 工 6

農 林 水 産 13

土 木 7

           区　　分

　部　　門

職 員 数
対前年
増減数

主 な 増 減 理 由
令和４年 令和５年

～

39歳

人

47歳

人

24 20

人

228 12

人 人

2320

～

人

44歳

31歳

36歳

35歳

～～

32歳

職員数
19

人 人人 人

17

～

132 17

人

0

2

4

6

8

10

12

14

16

構成比

5年前の構成比

%
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(3) 職員数の推移 （各年４月１日現在）

( △ 4.1 %)

( △ 11.8 %)

( %)

( △ 5.7 %)

( 0.0 %)

( △ 4.0 %)

（注） 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数です。

(4) 職員の退職状況（令和４年４月１日～令和５年３月31日）

(5) 職員の採用状況(令和５年４月１日現在）
（採用状況）

７　職員の勤務時間その他勤務条件の状況（令和５年４月１日現在）

（勤務時間・休日）

8時45分から17時30分

①

②

土・日曜日

（休暇制度）

年次有給休暇

令和３年度
　　　　　年度

　部門別
令和５年度平成30年度 過去5年間の増減数（率）令和２年度

△ 5118124 115 117

△ 43033 35

148150 149 149

職種 採用者数

66

△ 9

72

概　　　　　　　　　　　　　要

072

157

公営企業等会計 66

普通会計計 157

222

週　休　日

221

計

疾病・負傷で療養の必要があり、勤務しないことが止むを得ないと
認められた場合の休暇

221 △ 9

特別休暇

介護休暇
必要と認められる期間
（6ヶ月以内）

配偶者や父母など病気などにより介護を必要とする場合の休暇（無
給）

５年度
独自試験等

4人

年度

休暇名

試験採用 4人

それぞれの休暇内容により必要
日数（時間）が決められていま
す。

産前産後休暇、服喪休暇、結婚・出産休暇、生理休暇、夏期休暇の
他、家族の看護、証人・参考人として裁判所に出頭する場合、ド
ナーとなる場合等の休暇もあります。

11人 2人 17人

1年度の付与20日
翌年度に限り20日を限度に繰越が可能
令和４年の年次有給休暇の平均取得日数は9.3日です。

4人

必要と認められる期間
（1年以内）

保健医療福祉職等

一般行政

付与日数

117

32

平成31年度

32

令和４年度

勤務時間

区分

病気休暇

休　　　日
国民の祝日

年末年始（12月29日から翌年の1月3日）

消防

34

任期満了等

総合計

教育

一般行政

71 72

123

214223 228

自己都合定年・勧奨
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８　職員の分限及び懲戒の状況

分限・懲戒処分の状況（令和４年４月１日～令和５年３月31日）

９　職員の服務に関する状況

10　職員の研修等に関する状況

各種研修の実施状況（令和４年度）

※人事評価制度については、国などの状況を踏まえて制度構築に向けて取り組んでいます。

11　職員の福祉及び利益の保護に関する状況

　町民の疑惑や不信を招くことのないよう倫理保持及び交通安全などについて機会あるごとに職員に注意を喚起し、服
務規律保持を図っています。

12人

　職員研修については、毎年度研修計画に基づき、北海道や町村会などと相互連携を図り職責、職務、実務など、効果
的・効率的な研修実施に努めています。

0人

降任 免職

2

23人

減給 停職 免職

公務災害
　職員が公務上受けた労働災害を公務災害といい、令和４年度においては、１件の発生となっていま
す。

専門職・一般職自己提案型研修等

　職員の厚生は、職員の福祉の増進と生活の安定を図るため、職員融和会として、給付事業（退職記念
品）、体力増進事業（スポーツ振興）、研修事業（セミナー参加助成）等を実施しており、その経費を
町が助成しています。（令和４年度の補助総額は880千円です。）また、共済組合の事業を補完する(財)
北海道市町村福祉協会による福利厚生事業が実施されています。
【北海道市町村職員福祉協会負担金】
○負担金総額　601千円
○対象職員数　217名(斜里町)
○一人当たりの公費負担額　2,769円
※　北海道市町村職員福祉協会の詳しい事業内容については、当協会のホームページをご覧ください。

　職員は、給与・勤務時間その他の勤務条件に関し、適応な措置がとられるよう要求することや、懲戒
その他意に反する不利益な処分を受けたときは公平委員会に申立をすることができます。なお、３年度
において申立はありませんでした。

　職員にかかる共済制度は、病気や負傷、出産や死亡した場合などその相互救済を図るため地方公務員
等共済組合法に基づき北海道市町村共済組合が実施主体となり事業を実施しています。

委託研修
（各研修機関での研修） 0人北海道市町村職員研修センター他

0人

オホーツク町村会

2人

共済制度

厚生制度

派遣研修

　分限処分とは、心身の故障などで職務が十分に果たせない場合などに公務能率の維持を目的に行う処分で、懲戒処分
は、地方公務員法等に違反した場合や職務上の義務違反などに対して秩序維持を図るために行う処分です。

計

分限処分者数

公平委員会

休職 計

懲戒処分者数
戒告

財政実務処理研修
職場研修

新任職員研修

84人
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12　公営企業職員の状況

　(1)　水道事業

     ア　決算

　　　　　　　　％　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ア　期末手当・勤勉手当（５年４月１日現在）

千円　 千円　

（４年度支給割合） （４年度支給割合）

 　  　　　期末手当　　　　　　勤勉手当 　　　　　期末手当　　　 　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分
月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　　 　 5～15％ ・役職加算　　 　 5～15％

・管理職加算　　　無 ・管理職加算　　　無

（注）　（　）内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当

勤続20年 月分 月分 勤続20年 月分 月分

勤続25年 月分 月分 勤続25年 月分 月分

勤続35年 月分 月分 勤続35年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例加算措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例加算措置

（2％～45％） （2％～45％）

（退職時特別昇給） なし （退職時特別昇給） なし

１人当たり平均支給額　　　　 １人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）　町の退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。

500,619335,310

8,677

33.27075

47.709 47.709 47.709

39.7575 39.7575 47.709

19.6695 24.586875 19.6695

47.709

28.0395

斜里町（５年４月１日現在） 団体平均等（５年４月１日現在）

（支給率）　　　　自己都合　　勧奨・定年 （支給率）　　　　自己都合　    勧奨・定年

24.586875

2.40
（1.35） （0.95） （1.35） （0.95）

33.2707528.0395

47.709

４年度

斜里町(水道事業） 斜里町（普通会計）

１人当たり平均支給額（４年度） 1人当たり平均支給額（４年度）

2.00 2.00

1,079 1,333

2.40

斜 里 町 39.6 296,280 362,601

　③ 職員の手当の状況

団 体 平 均 45.7

区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

5 14,410 1,667

職員数 給 与 費

6,168 22,245

計　ＢＡ 給　 料

35,087 12.0%△27,908

総費用

期末・勤勉手当

区分

４年度
千円 千円　千円　

３年度の総費用に占め
る職員給与費比率

（参考）
職員給与費

総費用に占める職
員給与費比率純損益又は実質

収支

　　　　Ｂ／Ａ　　

293,294

4,449

職員手当

％　

9.5

　① 職員給与費の状況

Ａ  Ｂ　 Ｂ／Ａ

一人当たり給与費

4,100千円 20,245 千円

　② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（５年４月１日現在）

区分
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ウ　（特殊勤務手当５年４月１日現在）

千円

　円

　％

エ　時間外勤務手当
千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みません。

オ　その他の手当（５年４月１日現在）

円

円

円

円

円82,000

435

・貸家月額16,000円を超え
る家賃を払っている場合支
給

千円

29

支給実績（４年度決算）

管理職手当

異なる

扶養親族のある職員に対し
支給。
(1)配偶者　 6,500円
(2)子　　　10,000円
・満16歳～22歳の子がいる
場合１人につき5,000円を加
算。
(3)配偶者・子以外
　　　　　　6,500円

支給職員１人当たり平均支給年額（３年度決算）

住居手当

396,000

24

339

千円

通勤手当

217,500

千円

339,000

国2級地 410 千円

部長職　月額44,000円
課長職　月額33,000円

24,000

扶養手当

通勤距離が片道2キロメート
ル以上の職員
月額2,000円～31,600円

同じ

同じ

平均支給年額

（４年度決算）

寒冷地手当

396 千円異なる 定額

寒冷地域勤務者に対し11月
～3月の5か月間支給
月額10,340円～26,380円

異なる

支給実績
国の制度と

の異同

国の制度
と異なる
内容

支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価 （４年度決算）

447

0.0

支給実績（３年度決算） 115

‐

支給職員１人当たり平均支給年額（４年度決算） 112

‐ ‐

支給職員1人当たり平均支給年額（４年度決算）

左記職員に対する支給単価

職員全体に占める手当支給職員の割合（４年度）

手当の種類（手当数）

主な支給対象職員 主な支給対象業務

0

0

支給実績（４年度決算） 0

-

支給実績

‐

手当の名称
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